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図表 2 基本方針 

(１) 計画の位置づけ 

上下水道事業は、村民生活や経済活動を支える重
要なライフラインであり、将来にわたり安心・安全
で快適な生活環境を提供する必要があります。 

 
今回、上下水道事業が長期的に目指すべき理想像

を描いた「ビジョン」と、ビジョンを実現するため
の具体的な施策目標を定めた「経営戦略」を一体と
し、上下水道事業の総合的な経営計画として「小笠
原村上下水道ビジョン・経営戦略」（以下、本計画）
を策定しました。 

 
今後令和８年度から令和 17 年度までの 10 年間の

期間、本計画の取組の推進に合わせ、毎年度の予算・運営方針を決定していきます。 
 
  

(２) 経営理念と基本方針 

【経営理念】 

心豊かに暮らし続けられる島を支える水道 ／ 心豊かに暮らし続けられる島を守る下水道 

長期的に目指す、上下水道事業のあるべき理想の姿を「経営理念」といいます。本事業の理念は「心
豊かに暮らし続けられる島を支える水道」「心豊かに暮らし続けられる島を守る下水道」を掲げていま
す。 

経営理念を目指すための事業の経営方針を「基本方針」といい「強靭・安全(環境)・持続」の 3 つをキ
ーワードとして定めました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業 基本方針 

水道事業 
Ⅰ 強靭  

災害に強く村民の 

暮らしをまもる水道 

Ⅱ 安全  

安心・安全な 

村民のための水道 

Ⅲ 持続  

健全で 

持続可能な水道 

下水道事業 
Ⅰ 強靭  

災害に強く 

安心・安全な下水道 

Ⅱ 環境  

環境にやさしい 

下水道 

Ⅲ 持続  

健全で 

持続可能な下水道 

図表 1 上下水道ビジョンの位置付け 

※本計画では上下水道事業の正式名称「簡易水道事業」および「生活排水処理事業」を「水道事業」「下水道事業」と称します。 
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(３) 水道事業 
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図表 3 水道事業施設図 

母島 

父島 
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図表 4 水道事業における基本施策体系図 

重要施策 Ⅲ-2-② 官民連携の推進（水の官民連携）～上下水共通～ 

職員数の減少及び水道事業経験者の退職に伴う技術力の低下が想定される中、限られた職員で効率
的に事業運営を継続していくために、現在実施している官民連携による上下一体での運営管理「上下
水道包括委託業務」「上下水道一体管理システム構築・運用業務」等の拡充や「水の官民連携(ウォー
ターＰＰＰ)」等の先進的な手法についても検討を進めていきます。 
 

(４) 水道事業の施策と取組事項 

基本方針を受けて計画期間における水道事業の「基本施策」と「取組事項」を定めました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
上記より今後の水道事業として重要な施策を示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

R8 R9 R10 R11 R12 R13～R17

① 備蓄資材の安定確保

②
災害対応
マニュアルの更新

2.
安定的な水源確保と
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ体制の強化

①
母島における
水源確保

①
水道施設・設備の
計画的な更新

② 維持管理の強化

③
基幹管路の
更新・耐震化

Ⅱ
安
全

安心・安全な
村民のための
水道

1.
更なる
水質の向上

①
トリハロメタン
低減対策

1.
財政基盤の
強化

①
水道料金の
適正化

① DXの推進

②
官民連携の推進
（水の官民連携)

③
人材育成・
技術力強化

3.
環境負荷の
低減

①
浄水発生土の
活用の検討
(資源循環)

基本方針 基本施策 取組事項

Ⅰ
強
靭

災害に強く
村民の暮らしを
まもる水道

1.
危機管理体制の
強化

3.
水道施設の
老朽化対策・
耐震化対策

Ⅲ
持
続

健全で
持続可能な
水道

2.
組織力の
強化

給水用資機材等を備蓄・安定確保

マニュアル適宜見直し

定期訓練結果に応じて随時見直し
運用

導入・運用母島における海水淡水化施設等の導入検討

計画的な設備の更新と施設の延命化

父島監視制御システム更新

施設・管路の日常・計画的管理

管理の継続/速やかな修繕

管路の更新・耐震化工事

海水淡水化施設の導入など

補助水源の確保を含めた様々な検討

料金体系改定の検討

1回目

上下水道を一体的に管理するシステムを運用・改良 継続

新たな官民連携手法

(水の官民連携)導入を検討

技術支援を視野に入れた、人材育成・技術力強化

肥料化など有効利用方法の検討

運用

改定の検討

2回目

継続

父島浄水設備

の更新

継続

評価見直し

設備の

導入・運用

運用

運用

継続

継続

重要施策 Ⅰ-2-① 母島における水源確保 

母島においては、堆砂量増加により乳房ダムの貯水量の減少が進行しており、渇水や水質悪化、
導水管路の事故等の際のバックアップ水源がない状況です。今後の安定的な水源確保のため、海水
淡水化装置等の導入可能性を含めた水源多様化について検討します。 

重要施策 Ⅰ-3-① 水道施設・設備の計画的な更新 

扇浦浄水場の電気設備は更新時期（法定耐用年数：15 年）を迎えており、設備の不具合による村
民生活への多大な影響が考えられることから計画的に更新を進めていきます。また、父島の接合井
など老朽化が進行している施設についても改修を実施し、延命化を図っていきます。 

重要施策 Ⅰ-3-③ 基幹管路の更新・耐震化 

特に重要な基幹管路（導水管・送水管）の耐震化率は約 45％にとどまっており、管路更新に併せ
て耐震化を推進する必要があります。 

具体的には、管路の重要度に応じて優先順位を検討し、財政を考慮して費用の平準化を図りなが
ら計画的に更新・耐震化を進めていき、災害に強い水道を目指します。 

重要施策 Ⅲ-1-① 水道料金の適正化 

本来は水道料金収入によって運営していく必要がありますが、現状は一般会計からの多額の繰入金
によって経営が維持されています。今後は、水道の安定供給にかかる費用を確保するため、適正な水
道料金について、村民の生活への影響を最小限に抑えられるよう、段階的な水道料金の改定を検討し
ていきます。 

父島 扇浦浄水場 母島 乳房ダム 

母島 沖村浄水場 

水道 
事業 

 重要 

 重要 

 重要 

 重要 

 重要 
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図表 5 現状の料金体系による資金収支(ケース 1) 

図表 6 料金改定を実施する場合の資金収支(ケース 2) 

図表 7 繰入金の見通し 

(５) Ⅲ-1-① 水道料金の適正化について 

【目標】「繰入金の削減」と「安定的に経営を行うことができる現金残高の確保」を目指します 

①現状: 小笠原村の水道事業は、遠隔離島のため
水処理コスト、建築コスト、管理コストが多く必
要であり、非常に厳しい経営環境となっていま
す。一般会計からの多額の繰入金により経営を維
持(収支が均衡)していますが、今後、村の財政負
担を軽減するためには、繰入金を低減させる必要
があります。基準外繰入金を直ちに全額削減した
シミュレーション(ケース 1)では令和 16 年には 
５億円超の資金不足が生じる見通しです。 
 
②適正化: 段階的な繰入金の削減を行いながら、
安定的な経営を目指すため、料金改定を織り込ん
で財政シミュレーション(ケース 2)を実施しまし
た。シミュレーションでは、令和 9 年度と令和
14 年度の２回で合計＋20％の改定を行うことに
より、安定的な経営に必要な現金残高を確保でき
る見通しとなっています。 
 

 
 

③効果: 料金改定を実施することにより、段階的
な繰入金の抑制が見込まれ、村財政への負担を緩
和することができる見通しです。 

 
 
 
 
 
 

【参考】:現状の小笠原村の水道供給単価は他
の島嶼部と比べて本土との距離が遠く、資材等
の運搬に時間と費用が掛かるとともに水源にも
制限があるため、比較的高い水準にあります。 
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【御蔵島村】簡易水道事業

【三宅村】簡易水道事業

【神津島村】簡易水道事業

【新島村】簡易水道事業

【利島村】簡易水道事業

【大島町】末端給水事業

【小笠原村】簡易水道事業

(円/㎥)

図表 8 水道供給単価の島嶼部比較 

水道 
事業 
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(６) 下水道事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下水道 
事業 

図表 9 下水道事業施設図 

父島 

母島 
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図表 10 下水道事業における基本施策体系図 

重要施策 Ⅲ-2-① DX の取組～上下水共通～ 

職員数の減少及び水道事業経験者の退職に伴う技術力の低下が想定される中、限られた職員で効率
的に事業運営を継続していくために、ＤＸの推進は不可欠です。 

具体的には、令和６年度より導入している上下水道一体管理システムについて改良等を加えるとと
もに、ＤＸに係る新技術についての調査・研究により、さらなる効率化を進めていきます。 

(７) 下水道事業の施策と取組事項 

基本方針を受けて計画期間における下水道事業の「基本施策」と「取組事項」を定めました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
上記より今後の下水道事業として重要な施策を示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

R8 R9 R10 R11 R12 R13～R17

1.
危機管理体制の
強化

①
災害対応
マニュアルの更新

①
母島し尿処理場の
更新

②
し尿処理設備・
管路の計画的な更新

3. 適切な維持管理 ①
下水道施設の
計画的な維持管理

Ⅱ
環
境

環境にやさしい
下水道

1. 環境負荷の低減 ①
汚泥の活用の
検討(資源循環)

1. 財政基盤の強化 ①
下水道使用料の
適正化

① DXの取組

②
官民連携の推進
（水の官民連携)

③
人材育成・
技術力強化

Ⅲ
持
続

健全で
持続可能な
下水道

2. 組織力の強化

基本方針 基本施策 取組事項

Ⅰ
強
靭

災害に強く
安心・安全な
下水道

2.
既存施設の
設備更新

マニュアル適宜見直し

定期訓練

母島し尿処理場全面更新

処理方式を含めた更新検討
更新完了

父島し尿処理場

設備改良・更新

日常管理・計画的管理

下水汚泥の資源循環

肥料化・再資源化など有効活用方法の検討

使用料体系改定の検討

1回目

上下水道を一体的に管理するシステムの運用・改良 継続

新たな官民連携手法

(水の官民連携)導入を検討

継続技術支援を視野に入れた、人材育成・技術力強化

設備・管きょの適時更新

運用

運用

運用

継続・効率化

継続

改定の検討

2回目

運用

重要施策 Ⅰ-2-① 母島し尿処理場の更新 

し尿処理場をはじめとする下水道施設は、建設から耐用年数を超過している設備も多く、老朽化
が進行しています。特に母島のし尿処理場施設は老朽化が顕著であることから、優先的に更新を実
施します。し尿処理場は、下水流入量に応じた施設能力へのダウンサイジングとともに維持管理コ
ストを意識した処理方式への全面更新を実施します。 

重要施策 Ⅰ-2-② し尿処理設備・管きょの計画的な更新 

下水道処理に係る機械・電気設備については、特に不具合発生時の影響が大きいことから、予防
保全を基本とした計画的な更新が求められています。また管路施設についても道路陥没の防止、溢
水の防止など計画的な更新が必要です。 

特に耐用年数を超過する父島し尿処理場施設内の監視制御システムの更新、機械電気設備の更
新、改良を優先的に実施し施設の延命化を図っていきます。 
 

重要施策 Ⅲ-1-① 下水道使用料の適正化 

下水道事業は、使用料収入により事業を運営していく必要がありますが、現在の使用料体系を維持
した場合、収益的収支は毎期損失計上（赤字）となり、安定的な経営を継続することができない見通
しとなっています。今後の安定的な下水道事業の運営のため、水道料金とともに適正な下水道使用料
について、村民の生活への影響を最小限に抑えられるよう、段階的な下水道使用料の改定を検討して
いきます。 

下水道 
事業 

 重要 

 重要 

 重要 

 重要 

OD 槽 

母島し尿処理場 父島 し尿処理場 

1 系曝気槽 
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図表 12 使用料改定を実施する場合の資金収支(ケース 2) 

図表 13 繰入金の見通し 

(８) Ⅲ-1-① 下水道使用料の適正化について 

【目標】「繰入金の削減」と「毎年度の収益的収支において損失(赤字)を出さない」ことを目指します 

①現状: 小笠原村の下水道事業は、水道事業と同
様に、遠隔離島のため汚水の処理コスト、施設
の建築コスト、設備の管理コストが多く必要で
あり、非常に厳しい経営環境となっています。
現状の使用料体系を維持した場合、生活排水事
業の収益的収支は毎期損失計上（赤字）とな
り、欠損金（赤字の累積額）が年々増加してい
く見込みです。 
 
 
②適正化: 安定的な経営状況を目指すため、収益
的収支が損失とならないようにしつつ、繰入金
が削減できるように、使用料改定を織り込んで
財政シミュレーションを実施しました。シミュ
レーションでは、令和 9 年度と令和 14 年度の２
回で合計＋80％の改定を行うことにより、収支
は均衡し、これ以上の損失を生じさせないこと
ができます。ただしこの場合、既に生じている
欠損金を解消することはできない見通しです。 
 
③効果: 使用料改定を実施することにより、収支
の均衡以外にも、繰入金の抑制が見込まれ、村
財政への負担を緩和することができる見通しで
す。 
 
 
 
 
 
 
【参考】: 小笠原村は他の島嶼部と比べて本土と
の距離が遠く、資材等の運搬に時間と費用が掛
かるとともに、汚水の処理コストが高く、下水
道使用料単価を他の島嶼部と比較すると比較的
高くなっています。 
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【新島村】漁業集落排水

【利島村】個別排水処理

【大島町】特定地域生活排水処理

【小笠原村】特定地域生活排水処理

【小笠原村】コミュニティプラント

(円/㎥)

図表 11 現状の使用料体系による資金収支(ケース 1) 

図表 14 下水道使用料の島嶼部比較 

下水道 
事業 
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(９) 経営環境改善のための料金回収率及び経費回収率向上に向けたロードマップ 

  業績指標及び目標年限 

 

 
 
 
 

  料金改定の必要性 

 

 
 

  収入増加の取組 

今後料金改定（使用料改定）を行うことで収入の増加に取り組みます。 
 

  経費削減の取組 

平成 30 年度より上下水道施設の維持管理等を包括的に民間事業者へ委託する「包括的民間委託」を実
施しています。民間企業による技術提案などにより、サービスの質の向上や経営効率化の向上に努めて
おり、継続して取り組みます。 

また、更なるサービス向上と効率化を図るため、包括的民間委託を拡張し、長期契約(原則 10 年)で、
維持管理と施設の更新を一体として性能発注を行う新たな官民連携手法「水の官民連携(ウォーター
PPP)」の導入の検討にも取り組みます。 
 
  定期的な検証および見直し 

3〜5 年を目安にビジョンの見直しと共に料金水準及び収支に関する見直しを行います。 
 

料金回収率及び経常収支比率を業績指標とします。 

令和 6年度時点では料金回収率※が 40％程度であることから、令和 9年度及び計画最終年度である令和 17

年度の時点で 50％以上となることを目標とします。 

経常収支比率は収支均衡の考えのもとに令和 17年度の時点で 100％以上となることを目標とします。 

※水道料金でどの程度事業費を回収できているかを示す割合（実際に回収できた料金収入÷本来回収すべき料金 ×100） 

 

上水道事業 

経費回収率及び経常収支比率を業績指標とします。 

令和６年度時点では経費回収率※が 40％程度であることから、令和９年度及び計画最終年度である令和 17

年度の時点で 50％以上となることを目標とします。 

経常収支比率は収支均衡の考えのもとに令和 17年度の時点で 100％以上となることを目標とします。 

※使用料収入で汚水処理費をどれだけ回収できているかを示す割合 (使用料収入 ÷ 汚水処理費 × 100) 

 

下水道事業 

料金収入の減少や物価の高騰により料金回収率が 100％を下回ることが見込まれたため、料金改定の必要

性が認められました。 

上水道事業 

使用料収入の減少や物価の高騰により経費回収率が 100％を下回ることが見込まれたため、使用料改定の

必要性が認められました。 

下水道事業 

下水道 
事業 

水道 
事業 

注) 水道は独立採算が原則であり、料金収入で原価全体を賄う考え方であるため「料金回収率」を用います。一方、下水道は汚水処理に要

する経費のうち、公的な便益が認められる部分（分流式下水道等に要する経費の一部）については公費負担とされているため、使用料で賄

うべき維持管理費に対する回収状況を示す「経費回収率」を用います。 
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